
令和6年12月2日から現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、
「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。

令和6年12月2日以降、新たに従業員やそのご家族が協会けんぽに加入された際に
事業主の皆様へお送りし、従業員の皆様へ渡されるものは以下のとおりです。

新規加入者全員分の「資格情報のお知らせ」を発行します。

各種給付金の申請に必要な記号番号等の確認にご利用ください。

【医療機関等受診時の使い方】
オンライン資格確認が利用できない医療機関等を受診する際、
資格情報のお知らせとマイナ保険証の両方を提示。
(資格情報のお知らせのみでは受診できません)

【入手方法】
協会けんぽに新規加入された方全員に自動的に発行します。
紛失、棄損された場合は再交付の申請をお願いします。

加入時に「資格確認書」の発行を必要とする意思表示をされた方等に発行します。

マイナ保険証を利用することができない方が医療機関等に受診する際にご利用ください。

【医療機関等受診時の使い方】
医療機関等へ提示

【入手方法】
資格取得届や扶養異動届の資格確認書発行要否欄に☑チェック
をされた方に発行します。チェックをされていない方のうち、
マイナ保険証をお持ちでない方には資格取得から30～50日後に発行します。

【有効期限】
最大5年間

70歳以上の方には引き続き高齢受給者証を発行します。

資格確認書（プラスチック製）

資格情報のお知らせ（紙製）

マイナ保険証で受診される場合は、医療機関等受診時に高齢受給者証の提示は不要ですが、
オンライン資格確認が利用できない医療機関等を受診する場合には必要となります。

（発行済の健康保険証は、資格喪失しない限り、経過措置として令和7年12月1日まで使用できます）

1.資格情報のお知らせ

2.資格確認書

3.高齢受給者証


